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 ５月２８日（木）、奥中山防災ステーションにて、二戸警察署のご協力のもと特殊車両の取締りを行いました。 

 道路は一定の寸法や重量の車両が通れるように造られており、その一定の寸法や重量を超える車両は、道路の構
造又は交通に支障を及ぼすため原則としては、通行できないことになっています。この制限を超える車両のことを「特殊
車両」と呼び、道路を通行する際には許可が必要となります。 
 当日は、主に「車両の長さ、巾、高さ」、「車両の重量」、「許可条件」の確認を行いました。 
 

                     ★取締りの結果 
                        対象車両・・・ ５台 
                        うち違反車両・・・ １台（無許可） 
 

 

～今後もルールを守った特殊車両の通行をお願いします～ 
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許可証の確認 車両の重量の計測 

車両の高さ・長さの計測 
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